
電気需給契約書 

 

 栃木県（以下「甲」という。）と株式会社○○○○（以下「乙」という。）とは、栃木県

下水道資源化工場で使用する電力の需給に関し、次のとおり需給契約を締結する。 

 

（契約の目的） 

第１条 乙は、別紙仕様書に基づき、甲が使用する電気を需要に応じ供給し、甲は乙にそ

の対価を支払うものとする。 

 

（契約単価） 

第２条 契約金額は次のとおりとし、いずれの額も消費税及び地方消費税を含む。 

  基本料金単価（円／ｋＷ）            ○，○○○円○○銭 

  電力量料金単価（円／ｋＷｈ）             ○○円○○銭 

                                        

 ２ 消費税及び地方消費税額は、消費税法第 28 条第１項及び第 29 条並びに地方税法

第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出する額である。 

 

（需要場所及び契約期間） 

第３条 乙が電気を供給する場所及び契約期間は、次のとおりである。 

  場所  宇都宮市茂原町 768 栃木県下水道資源化工場 

期間  自 令和８(2026)年４月１日 0:00  

至 令和９(2027)年３月 31 日 24:00 

 

（契約保証金） 

第４条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第５条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務をあらかじめ書面により甲の承諾を得た

場合を除き第三者に譲渡し、若しくは担保の目的に供し、又は引き受けさせてはならな

い。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和 25年政令第 350 号）第

１条の３に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りで

ない。 

２ 前項ただし書の規定により売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払いによる弁

済の効力は、甲が、栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第 12 号）第 80 条第１項に基

づく確認を行い、支出命令確認の登録を行った時点で生ずるものとする。 

 

（使用電力量の増減） 

第６条 甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、または下回ることがで

きる。 

 

（託送供給契約により生ずる債務の負担） 

第７条 乙が一般送配電事業者と締結する託送供給等約款によって電気の供給を行う場合

は、当該託送供給契約によって生ずる料金その他の金銭債務（甲に起因し生ずる金銭債

務を除く。）は、乙が負担するものとする。 

 



（契約電力） 

第８条 契約電力を変更する必要があるときは、甲乙協議の上変更するものとする。 

２  甲が前項の規定によらずに契約電力を超過した場合には、契約超過金の支払いについ

て甲乙協議を行い、契約超過金の支払いが適当であると認められたときは、甲は当該協

議において決定された金額を契約超過金として乙に支払うものとする。 

 

（計量及び検査） 

第９条 使用電力量等の計量は、毎月１日とし、乙は一般送配電事業者から受領した検針

の結果を、原則として電磁的方法により甲へ通知し、甲が指定する職員の検査を受けな

ければならない。 

２ 計量期間は、前月の計量日の０時から当月の計量日前日の２４時までとする。 

 

（電気料金の算定） 

第 10条 乙は、原則として前条第１項に定めた検査終了後、電気料金の支払いを請求書に

より請求することができる。その際の料金の算定期間は前月の計量日から当月の計量日

の前日までの期間とする。 

２ 前項の電気料金は、（１）から（４）の合計金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てた金額とする。）とする。 

 （１）  基本料金 契約電力に第２条第１項に定める基本料金単価を乗じた後、実測力

率に基づく割引または割増を行って得た金額。 

 （２）  電力量料金 本条に定める料金の算定期間の使用電力量に第２条第１項に定め

る電力量単価を乗じて算出した金額。 

 （３）  燃料費等調整額 関東管内のみなし小売電気事業者が定める標準供給条件（電

気需給約款）に基づき燃料費等調整を行う必要があるときは、本条に定める料金

の算定期間の使用量に、あらかじめ甲の承諾を得た燃料費等調整単価を乗じて算

出した金額。 

 （４） 再生可能エネルギー発電促進賦課金 本条に定める料金の算定期間の使用電力

量に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に定められた１キ

ロワット時あたりの金額を乗じて算出した金額。ただし、算定された金額の単位

は１円とし、その端数は切り捨てるものとする。 

  

（請求及び支払） 

第 11条 乙は、毎月の検針結果に基づき、その月の契約電力、使用電力量、電気料金を算

出し、甲に請求するものとし、甲は乙からの適法な支払請求書を受理した日から３０日

以内に代金を支払うものとする。 

 

（支払遅延に対する遅延利息） 

第 12 条 甲の責めに帰すべき事由により前条の支払期限までに代金を乙に支払わない場合

は、甲は、乙に対して遅延利息を支払うものとする。 

２ 前項の遅延利息の額は、支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、代金に対し、

年 2.5 パーセント（政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）

第８条第１項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件（昭

和 24年大蔵省告示第 991 号）が改正された場合は、当該改正後の率）の割合（年当たり

の割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。）で計算した額とする。 
 

（事情変更） 



第 13条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定及び改廃そ

の他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合

には、甲乙協議の上、本契約を全部又は一部を変更することができる。 

２ 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の

上書面により定めるものとする。 

 

（催告による解除） 

第 14条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、

その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし

て軽微であるときは、この限りでない。 

 

（催告によらない解除） 

第 15条 次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直

ちにこの契約を解除することができる。 

（１） 債務の全部の履行が不能であるとき。 

（２） 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３） 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する 

意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達

することができないとき。 

（４） 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をし

ないでその時期を経過したとき。 

（５） 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をして

も契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであ

るとき。 

（６） 乙がこの契約に違反したとき又は乙がこの契約に違反するおそれがあると甲が認

めたとき。 

２ 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前

項の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（違約金） 

第 16条 前２条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、違約金として当該日か

ら契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に対する電力量料金の 100 分の 10 に相当

する額を甲に支払うものとする。ただし、その契約の解除が乙の責めに帰することができ

ない事由によるものであるときは、この限りでない。なお、消費税及び地方消費税は、１

円未満を切り捨てた額とする。 

２ 甲に生じた損害額が前項の規定による違約金の金額を超える場合には、甲は、その超

過額について、別途、乙に損害賠償の請求をすることができる。 

３ 前２条の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、甲にその損失の補

償を求めることができない。 

 

（談合その他不正行為による解除） 

第 17条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、催告なし

にこの契約を解除することができる。この場合において、乙は解除により生じた損害の

賠償を請求することができない。 

  （１） 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引



の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54 号、以下「独占禁止法」という。）第 

49 条の規定により、排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき（同

法第 77 条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。）。 

  （２） 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第１項の規

定により、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき（同法第 77条

に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。）。 

  （３） 乙が、独占禁止法第 77条の規定による抗告訴訟を提起し、その訴訟について請

求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 

  （４） 乙（乙が法人の場合には、その役員又は使用人を含む。）に対する刑法（明治 

40 年法律第 45号）第 96条の６若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第１項若

しくは第 95 条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

 

（賠償額の予定） 

第 18条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として代

金の 100 分の 20 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場

合において、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。 

  （１） 乙が、独占禁止法第３条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団

体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、

乙に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）

を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第 63

条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

  （２） 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命

令（これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下「乙等」とい

う。）に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等

に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合

における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）

において、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行とし

ての事業活動があったとされたとき。 

  （３） 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は第８条第１号

の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となっ

た取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係

る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したと

きは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行

期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、

当該取引分野に該当するものであるとき。 

  （４） 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）に対する刑法

第 96条の６又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95条第１項第１号の規定に

よる刑が確定したとき。 

２ 前項の場合において、甲に生じた損害額が前項に規定する賠償額を超えるときは、乙

は超過額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第 19条 甲及び乙は、業務の実施に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本契

約終了後においても同様とする。ただし、甲及び乙が業務運営上特に必要な場合は、こ

の限りではない。 



 

（変更の届出） 

第 20条 乙は、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事項

について、変更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届け出なければならない。 

２ 前項の届出を怠ったため、甲からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到

着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。 

 

（損害賠償） 

第 21条 乙は、業務の実施に際して施設等の全部または一部を乙の使用人がその故意又は

過失によってき損し、又は滅失したときは、乙の負担において原状に回復するとともに、

これによって甲に生じた損害を賠償するものとする。 

２ 甲は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお甲に生じた損害賠償額が上回る場合

には、損害賠償の請求をすることができる。 

 

（費用の負担） 

第 22 条 この契約の締結に要する費用及び電力供給に関する設備等の設置に要する費用は、

乙の負担とする。 

 

（信義則） 

第 23条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

（裁判管轄） 

第 24条 この契約について訴訟等を行う場合は、甲の所在地を管轄する地方裁判所又は簡

易裁判所を合意による専属的管轄裁判所とする。 

 

（暴力団等排除に関する特約条項） 

第 25条 暴力団排除に関する特約条項については、別記「暴力団員等による不当介入を受

けた場合の取扱特記事項」に定めるところによる。 

 

（疑義等の決定） 

第 26条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、関東管内の

小売電気事業者が定める標準供給条件（電気需給約款）等を基に甲と乙が協議して定め

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 この契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自

その１通を保有するものとする。 

 

 令和８(2026)年４月１日 

                 甲 栃木県河内郡上三川町大字多功１１５９ 

栃 木 県 

栃木県下水道管理事務所長 ○○  ○○ 

 

                                 乙 ○○県○○市○○○丁目○番○号 

                   株式会社○○○○ 

                   代 表 取 締 役         ○○  ○○     
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栃木県下水道資源化工場電力需給仕様書 

 

この仕様書は、栃木県が栃木県下水道資源化工場で使用する電力の需給について、必要な事項

を定めたものである。 

 

１ 概要 

(1) 件名 栃木県下水道資源化工場で使用する電力 

(2) 需要場所 宇都宮市茂原町768 

(3) 業種及び用途 下水道業・汚泥焼却炉等の動力及び電灯用 

２ 仕様 

(1) 電力供給条件 

ア 供給電気方式 交流三相３線式 

イ 標準電圧 6,000Ｖ 

ウ 計量電圧 6,000Ｖ 

エ 標準周波数 50Ｈｚ 

オ 受電方式 １回線受電 

カ 非常用自家発電設備 あり 

キ 蓄熱式負荷設備 なし 

(2) 契約電力及び予定使用電力量等 

ア 契約電力 1,150ｋＷ 

イ 予定使用電力量 6,632,400ｋＷｈ（年間） 

（月別の予定使用電力量は別紙№１のとおり） 

(3) 需給開始及び契約期間 

令和８(2026)年４月1日から令和９(2027)年３月31日まで 

(4) 需給地点 

需要場所における栃木県の施設した第１号柱上の関東管内の一般送配電事業者の架空引込

線と栃木県の開閉器電源側との接続点 

(5) 保安責任分界点 

需給地点に同じ 

(6) 財産分界点 

需給地点に同じ 
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３ その他 

(1) 使用電力量及び最大需要電力の実績は、別紙№２のとおり。 

(2) 入札価格の算定にあたって力率は85％とし、燃料費調整額等、再生可能エネルギー電気の

利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。 

各月の電気料金の算定方法は、基本料金について力率割引又は割増を行う場合、従量料金

について燃料費調整等を行う場合及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措

置法に基づく賦課金を課す場合は、関東管内のみなし小売電気事業者が定める標準供給条件

（電気需給約款）によるものとする。 

(3) 今回の契約を実行するため、新たに発生する設備の改造に必要な費用は、受注者の負担と

する。また、当該改造のために必要な作業は、発注者の業務に支障を及ぼさない範囲で行わ

れなければならない。 

(4) 契約期間中に消費税率の変更があった場合は、税抜価格に変更後の消費税率を乗じた金額

を支払うこととする。 

(5) この仕様書に定めのない供給条件については、関東管内のみなし小売電気事業者が定める

標準供給条件（電気需給約款）等を基に協議するものとする。 



別紙No.１

使用電力量及び最大需用電力の予定表［高圧電力］

需要場所名

年　月
最大需要電力

(kW)
使用電力量

(kWh)

令和８年４月 1,150 592,200

令和８年５月 1,150 590,000

令和８年６月 1,150 591,100

令和８年７月 1,150 596,000

令和８年８月 1,150 571,000

令和８年９月 1,150 567,400

令和８年10月 1,150 555,500

令和８年11年 1,150 571,500

令和８年12月 1,150 584,300

令和９年１月 1,150 407,400

令和９年２月 1,150 421,400

令和９年３月 1,150 584,600

年　計 6,632,400

栃木県資源化工場



別　紙　№２

需要場所名

年　月
最大需要電力

(kW)
使用電力量

(kWh)

令和６年４月 1,020 566,049

令和６年５月 1,006 555,460

令和６年６月 1,056 586,111

令和６年７月 1,034 588,343

令和６年８月 1,070 601,963

令和６年９月 1,042 528,378

令和６年１０月 994 487,946

令和６年１１月 1,030 566,959

令和６年１２月 1,051 597,255

令和７年１月 770 352,275

令和７年２月 794 439,413

令和７年３月 1,013 516,410

年　計 6,386,562

栃木県資源化工場

使用電力量及び最大需用電力の実績表［高圧電力］



  別記                                                                  

 

暴力団員等により不当介入を受けた場合の取扱特記事項 

 

１ 乙は、本契約の履行において、暴力団員、暴力団準構成員及び暴力団関係業者

（以下、「暴力団員等」という。）による不当要求及び不当妨害（以下「不当介

入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入

があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 

 

２ 上記１に掲げる規定により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合

には、速やかにその内容を書面により甲に報告すること。 

 

３ 本契約において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより、履行に遅れ

が生じるなどの被害が発生した場合には、乙は、甲と協議を行うこと。 

 

 

 


